
－ 15 －



－ 16 －



－ 17 －



－ 18 －

第八条の２　授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させることが出

来る。この形態での授業（遠隔授業と呼ぶ）を実施する科目は別に定める。



－ 19 －



－ 20 －

第十六条の５　第八条の２の授業方法（遠隔授業）によって習得した単位は、３０単位を超えない範囲で卒業に必

要な単位の中に算入することが出来る。



－ 21 －



－ 22 －



－ 23 －



－ 24 －



－ 25 －



－ 26 －



－ 27 －



－ 28 －

第一条　この規定は、学位規則（昭和28年文部省令第９号）第13条及び中九州短期大学学則（以下

「学則」という）第17条第２項の規定に基づき中九州短期大学（以下「本学」という）におい

て授与する学位について必要な事項を定める。

 （付記する専攻分野）

第二条　本学において授与する学位は短期大学士とし、付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。

　　　　幼児教育学科（平成16年度入学生まで適用する）幼児教育学

　　　　幼児保育学科（平成17年度入学生から適用する）幼児保育学

　　　　商 経 学 科（平成18年度入学生まで適用する）商経学

　　　　経営福祉学科（平成19年度入学生から適用する）経営福祉学

 （学位授与の要件）

第三条　短期大学士の学位は、学則第17条並びに第17条第２項の規定に基づき、本学を卒業した者

に授与する。

 （学位の授与）

第四条　教授会は、学長が学位の授与について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

　　２　学長は、前項の決定に基づき学位記を交付するものとする。

 （学位の名称）

第五条　本学の学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは、「中九州短期大学」と付記す

るものとする。

中九州短期大学　学位規程

学　　科 学位に付記する専攻分野の名称

幼児保育学科
（Department of Early Childhood Care and Education）

幼児保育学
（Associate of Early Childhood Care and Education）

学　　科 学位に付記する専攻分野の名称

経営福祉学科
（Department of Management and Welfare）

経営福祉学
（Associate of Management and Welfare）

 （学位授与の取消）

第六条　教授会は、学長が学位を授与された者の不正行為、その名誉を汚辱する行為等の理由により

当該学位の取消の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　２　学長は前項の規定に基づき当該学位を取消したときは学位記を返還させ、かつその旨を公表

するものとする。

　　　附　則

この規程は、平成17年11月１日から施行する。

　　　附　則

この規程は、平成19年４月１日から施行する。

　　　附　則

この規程は、平成27年４月１日から施行する。



－ 29 －

第一条　この規定は、学位規則（昭和28年文部省令第９号）第13条及び中九州短期大学学則（以下

「学則」という）第17条第２項の規定に基づき中九州短期大学（以下「本学」という）におい

て授与する学位について必要な事項を定める。

 （付記する専攻分野）

第二条　本学において授与する学位は短期大学士とし、付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。

　　　　幼児教育学科（平成16年度入学生まで適用する）幼児教育学

　　　　幼児保育学科（平成17年度入学生から適用する）幼児保育学

　　　　商 経 学 科（平成18年度入学生まで適用する）商経学

　　　　経営福祉学科（平成19年度入学生から適用する）経営福祉学

 （学位授与の要件）

第三条　短期大学士の学位は、学則第17条並びに第17条第２項の規定に基づき、本学を卒業した者

に授与する。

 （学位の授与）

第四条　教授会は、学長が学位の授与について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

　　２　学長は、前項の決定に基づき学位記を交付するものとする。

 （学位の名称）

第五条　本学の学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは、「中九州短期大学」と付記す

るものとする。

 （学位授与の取消）

第六条　教授会は、学長が学位を授与された者の不正行為、その名誉を汚辱する行為等の理由により

当該学位の取消の決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

　　２　学長は前項の規定に基づき当該学位を取消したときは学位記を返還させ、かつその旨を公表

するものとする。

　　　附　則

この規程は、平成17年11月１日から施行する。

　　　附　則

この規程は、平成19年４月１日から施行する。

　　　附　則

この規程は、平成27年４月１日から施行する。


